
 

【問】 A さんは、令和 7 年 6 月に父親の B さんから C

家屋とその敷地を相続し、C 家屋を取壊し後、その敷

地を令和 8 年 5 月に上場会社 D㈱に譲渡（以下「本

件譲渡」）しました。C家屋は B さんが昭和 55年に新

築し、妻との死別後は一人で居住していましたが、令

和 6 年 3 月に B さんが老人ホームに入所した後は、

その死亡の時まで空き家になっていました。B さんは

令和 6 年 9 月にその老人ホームを退所し、以後は死

亡の時まで A さんの自宅（A さん所有）で同居してい

ました。C 家屋は築 46 年の古家で、地震に対する安

全基準等に適合している家屋ではありません。 

   上記の場合に、A さんの本所得税の計算上、租税

特別措置法(措法)35条 3項 2号の「相続空き家の敷

地の譲渡に係る譲渡所得の 3,000 万円控除」（以下

「本特例」）の適用を受けることができますか。 

 

【回答】 

１．結論 

    被相続人のBさんは相続開始の直前においてC家

屋に居住しておらず、その敷地は相続の開始の直前

において被相続人の居住の用に供されていた家屋

（「被相続人居住用家屋」）の敷地に該当しないこと

から、その敷地の譲渡について本特例の適用を受け

ることはできません。 

２．解説 

（１）被相続人居住用家屋の意義 

  本特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」の

敷地は、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供

されていた家屋の敷地であることが要件とされてい

ます（措法 35 条 3 項 2 号）。老人ホームに入所中に

相続が開始した場合、被相続人が入所前に住んでい

た自宅は相続開始の直前に被相続人の居住の用に供

されていないことから、本来は被相続人居住用家屋

には該当しません。しかし、被相続人が相続開始の直

前において老人ホームに入所していて元の自宅に居

住していない場合であっても、下記(2)の要件を満た

すときには、元の自宅とその敷地が被相続人居住用

家屋およびその敷地に該当するものとされ、その譲

渡について本特例の適用が認められます。 

（２）被相続人が老人ホームに入所していた場合の被相

続人居住用家屋の範囲 

  本特例の適用対象となる被相続人居住用家屋には、

『“「対象従前居住の用」に供されていた”被相続人

居住用家屋』が含まれます（措法 35条 5項 3号）。

「対象従前居住の用」とは、①次のイ～ハの要件を

満たし、かつ、②特定事由（注）により相続の開始直

前において家屋が被相続人の居住の用に供されて

いなかった場合における、その特定事由により居住

の用に供されなくなる直前のその被相続人の居住

の用をいいます（措法 35条 5項、同施行令 23条 9

項、10項、11項）。 

 イ．特定事由により、被相続人居住用家屋が被相   

続人の居住の用に供されなくなった時から相

続の開始の直前まで、引き続き被相続人居住用

家屋がその被相続人の物品の保管その他の用

に供されていたこと。 

 ロ．特定事由により、被相続人居住用家屋が被相続

人の居住の用に供されなくなった時から相続

の開始の直前まで、被相続人居住用家屋が事業

の用、貸付の用または被相続人以外の者の居住

の用に供されていたことがないこと。 

 ハ．被相続人が有料老人ホーム等に入所等をした

時から、相続開始の直前までの間において、被

相続人の居住の用に供する家屋が 2 以上ある

場合には、これらの家屋のうち、その施設等が

被相続人の主としてその居住の用に供してい

た一の家屋に該当するものであること。 

（注）「特定事由」とは、介護保険法に規定する要介

護認定等を受けていた被相続人等が、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、

介護老人保健施設等に入所等をしていたこと

をいいます（措法 35条 5項、同施行令 23条 8

項）。 

（３）本問へのあてはめ 

   被相続人の B さんは、相続開始の直前において

C家屋を居住の用に供していないことから、前記(1)

下線部の要件を満たしません。また、Bさんが相続

開始の直前において C家屋を居住の用に供さず、C

家屋が空き家になった理由が、(2)(注)の特定事由

（＝老人ホーム等への入所等）によるものでなく、

A さんの自宅での居住によるものであることから、

上記(2)下線部の要件も満たしません。 

以上により C 家屋は被相続人居住用家屋に該当

せず、その敷地の譲渡について本特例の適用を受

けることはできません。    

相続空き家の敷地に係る譲渡所得の 3,000万円控除(被相続人が老人ホーム退所後に子の自宅で死亡した場合)  
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